
 

 

 

 

 

 

                      平成２６年１１月２６日 

                        [照会先] 

                      徳島労働局健康安全課 

                      課     長    西泉 ひとみ 

                      産業安全専門官    腹岡 正行 

                      （直通電話）０８８－６５２－９１６４ 

報道関係者 各位 

 
県下で初めて行政、発注者、建設業者団体による 
「三者合同安全パトロール」を実施します。 

 

本年も 12/15～1/15の期間に年末年始無災害運動を「安全の足並み揃えて手を抜かず 

年末年始もゼロ災害」をスローガンに実施し、その初日の 12/15に県下で初めて、行政、 

発注者、建設業者団体による三者合同安全パトロールを実施しますのでお知らせします。 
  

「年末年始無災害運動」は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、明る 

い新年を迎えることができるようにという趣旨で、昭和４６年から厚生労働省 

の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動です。本年で４４回目を迎 

えます。 

全国における労働災害は、平成２２年から３年連続で増加し、平成２５年に 

は減少したものの、平成２６年に入り、死亡者・死傷者数ともに、多くの業種 

で前年同期と比較して増加傾向を示しています。 

特に死亡災害が大幅に増加したことから、本年８月には厚生労働省安全衛生 

部長が産業界全体に「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」を行うな 

ど、引き続き予断を許さない状況であります。 

一方、徳島県においても休業４日以上の死傷者は、今年１０月末日において 

５４７人で、前年同期に比べ６３人減少しておりますが、今年に入って死亡者 

が８人となり、前年の同時期に比べ３人増加しています。 

特に、重篤な災害が懸念される建設業においては、「徳島第１２次労働災害 

防止推進計画」（平成２５年度～平成２９年度）においても重点業種として、 

死亡労働災害防止対策に重点を絞った取組を実施していますが、今年度より行 

政、発注者、建設業者団体の三者による「建設工事関係者連絡会議」を新しく 

発足し、労働災害の防止に努めています。 

今般、初めて三者による合同安全パトロールを、年末年始無災害運動の啓発 

活動と併せて実施します。 

厚生労働省 
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年末年始無災害運動実施期間中における取組 

 

１. 合同安全パトロール 

 

① 日  時   平成２６年１２月１５日（月） 

９時３０分～１２時００分  

 

②  集合場所  小松島みなと交流センターｋｏｃｏｌｏ２Ｆ（報道機関取材可能） 

        徳島河川国道事務所 小松島監督官事務所会議室 

        小松島市小松島町新港１９番地 

＊ 上記会議室で工事概要等の説明を受けた後、パトロール現場へ移動 

 

③ 現  場  株式会社 北岡組  （報道機関取材可能） 

四国横断自動車道 阿南～徳島東 田浦改良工事 

    小松島市前原町元村茶園１０－２ 

 

④ 実 施 者  徳島労働局長・労働基準部長・健康安全課長・産業安全専門官 

      発注機関等  １３機関（別紙参照） 

 

⑤ そ の 他   報道関係者がパトロールに同行される場合の注意事項 

     ◆12月 10日(水)までに、当局健康安全課（088-652-9164） 

に連絡してください。 

         ◆取材の際着用すべき安全帽等の準備、当日の集合時間や場所等は、 

当局健康安全課にお問い合わせください。 

 

２. 各労働基準監督署の安全指導等の実施予定件数（12月 15日～1月 15日） 

 

       安全パトロール              ７回 

      集団指導               ４回 

       安全指導等                 １４８事業場 

 

３.  各災害防止団体等の取組実施予定件数（12月 15日～1月 15日） 

 

安全パトロール          １１回 

個別巡回             ５２事業場 

広報誌による周知       ２７００事業場 

 


